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【
日
時
】
９
月　
日
（
木
）
午
後

２５

６
時
半
～
８
時
半

　
【
会
場
】中
央
図
書
館
視
聴
覚
ホ

ー
ル
　
【
内
容
】交
通
安
全
映
画
の
上
映
、

田
無
警
察
署
担
当
官
に
よ
る
交
通

安
全
の
講
話

　
現
在
、　

月
以
降
の
日
中
一
時

１０

支
援
と
移
動
支
援
事
業
の
利
用
申

し
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

す
で
に
利
用
し
て
い
る
方
に
は
継

続
の
書
類
を
発
送
し
て
い
ま
す
が
、

新
た
に
利
用
を
希
望
す
る
方
は
身

体
・
知
的
・
精
神
障
害
者
の
手
帳

な
ど
と
認
め
印
を
持
参
の
上
、
障

害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
利
用
期

間
は
、
申
請
日
か
ら
最
初
に
到
達

す
る
９
月　
日
ま
で
で
す
（
継
続

３０

可
）。

　
な
お
、
利
用
者
負
担
額
は
課
税

世
帯
の
場
合
、
住
民
税
の
課
税
状

況
に
よ
っ
て
設
定
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、　

歳
以
上
の
方
は
、
障

１８

害
者
本
人
と
そ
の
配
偶
者
の
み
の

課
税
状
況
に
よ
っ
て
負
担
額
を
決

定
し
ま
す
。

日
中
一
時
支
援
事
業

　
日
中
一
時
支
援
事
業
は
、
障
害

者
・
児
を
日
常
的
に
介
護
し
て
い

る
家
族
が
、
疾
病
、
冠
婚
葬
祭
、

レ
ス
パ
イ
ト
（
一
時
的
な
休
息
）、

就
労
な
ど
の
理
由
で
、
障
害
者
・

児
の
見
守
り
な
ど
の
支
援
が
必
要

に
な
っ
た
と
き
、
一
時
的
に
預
か

り
、
活
動
の
場
を
提
供
し
、
日
中

活
動
の
支
援
を
行
う
も
の
で
す
。

　
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
行

う
都
型
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
と
併
せ
、

ひ
と
月
７
日
間
を
上
限
と
し
て
利

用
で
き
ま
す
。

　
【
対
象
】
身
体
・
知
的
・
精
神
障

害
の
手
帳
を
お
持
ち
の
方
（　
歳
１８

未
満
の
方
は
、
知
的
・
精
神
障
害

が
確
認
で
き
る
診
断
書
で
も
可
）

　
【
利
用
者
負
担
額
】１
回（
８
時

間
以
上
）
の
利
用
に
つ
き
６
０
０

円
（
非
課
税
世
帯
は
半
額
）

移
動
支
援
事
業

　
移
動
支
援
事
業
は
、
屋
外
で
の

移
動
に
困
難
が
あ
る
障
害
者
・
児

の
外
出
時
の
移
動
を
支
援
す
る
も

の
で
す
。

　
ひ
と
月
に
利
用
で
き
る
時
間
は
、

小
学
生
が　
時
間
、
中
学
生
以
上

１０

　
　
歳
を
超
え
た
障
害
者
や
介
護

６５
保
険
の
特
定
疾
病
に
該
当
す
る　
４０

歳
以
上
の
障
害
者
は
、
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
と
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
両
方
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
際
、
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ

ス
が
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
あ
る

場
合
は
、
原
則
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
を
優
先
し
て
利
用
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

に
な
い
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
固
有

の
も
の
は
、
基
本
的
に
そ
の
ま
ま

　
次
の
①
②
の
い
ず
れ
も
、
介
護

保
険
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て

い
な
い
方
が
対
象
で
す
。

①
機
能
回
復
訓
練

　
【
対
象
】市
内
在
住
の　
歳
～　

１５

６４

歳
で
、
医
療
行
為
を
終
え
症
状
が

安
定
し
、
在
宅
で
訓
練
を
継
続
す

る
た
め
の
指
導
を
希
望
す
る
方

　
【
内
容
】
運
動
療
法
個
別
指
導

（
家
族
も
含
む
）・補
装
具
（
車
い

す
、
下
肢
装
具
、
つ
え
な
ど
）
の

製
作
と
修
理
の
相
談
お
よ
び
使
用

練
習
。
整
形
外
科
医
師
相
談

　
【
利
用
期
間
】　
月
～　
年
３
月

１０

２７

の
毎
週
火
曜
日

　
【
定
員
】
若
干
名

　
【
日
時
】全
８
回
。　

月
１
日
～

１０

　
月　
日
の
毎
週
水
曜
日
、
午
前

１１

１９

　
時
～
正
午

１０
　
【
会
場
】さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ

ー
　
【
定
員
】
先
着　
人
２０

　
【
講
師
】 
星  
加 
理
絵
氏

ほ
し 
か

　
【
費
用
】２
０
０
０
円
程
度（
点

◎
第　
回
障
害
者
雇
用
促
進
パ
ネ

１５

ル
展
を
開
催
し
ま
す

　
市
で
は
、
障
害
者
雇
用
に
つ
い

て
の
理
解
と
協
力
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
毎
年
、
パ
ネ
ル
展

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
も
、

障
害
の
あ
る
方
の
就
労
に
向
け
た

取
り
組
み
や
地
域
の
作
業
所
で
働

く
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
９
月
３
日
（
水
）
～
５

日
（
金
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

～
午
後
４
時
（
３
日
は
午
後
１
時

か
ら
）

　
申
請
書
の
提
出
期
限
は　
月　
１２

２６

日
（
金
）
で
す
。
申
請
が
お
済
み

で
な
い
場
合
は
、
早
め
の
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
支
給
対
象
に
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
に
は
、
７
月　
日
に
申
請
書

２８

を
発
送
し
ま
し
た
。
対
象
に
な
る

と
思
わ
れ
る
方
で
申
請
書
類
が
届

い
て
い
な
い
場
合
は
、
臨
時
福
祉

給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

０
・
７
８
６
３
（
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
午
前
８
時
半
～
午
後

５
時　
分
）
へ
問
い
合
わ
せ
て
く

１５

だ
さ
い
。

　
【
申
請
方
法
】郵
送
ま
た
は
市
役

所
１
階
「
臨
時
福
祉
給
付
金
・
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
窓

口
」（
土
曜・日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）
へ
提

　
「
手
話
ま
つ
り
」は
、市
民
の
皆

さ
ん
に
聞
こ
え
な
い
人
た
ち
の
こ

と
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目

的
に
毎
年
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
東
久
留
米
市
ろ
う
あ
協
会
・
市

障
害
福
祉
課
の
共
催
。
後
援
は
市

社
会
福
祉
協
議
会
・
さ
い
わ
い
福

祉
セ
ン
タ
ー
。
協
賛
は
東
久
留
米

市
手
話
サ
ー
ク
ル
「
フ
レ
ン
ズ
」。

　
【
日
時
】
９
月　
日
（
日
）
午
前

１４

　
時
～
午
後
４
時　
※
雨
天
決
行
。

１０
　
【
会
場
】市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
ほ

か
　
【
内
容
】第
一
部（
午
前　
時
～

１０

運
転
者
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

障
害
者
サ
ー
ビ

障
害
者
サ
ー
ビ
スス

６５歳以降の
障害福祉サービス利用の
基準を改めました

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

利
用
者
を
募
集
し
ま
す

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

点
訳
講
習
会（
初
級
）

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
金
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か

　
【
そ
の
他
】運
転
者
講
習
カ
ー
ド

を
お
持
ち
の
方
は
持
参
し
て
く
だ

さ
い
　
詳
し
く
は
田
無
警
察
署
☎
４
６

７
・
０
１
１
０
ま
た
は
市
都
市
計

画
課
街
路
交
通
計
画
係
☎
４
７

０
・
７
７
６
８
へ
。

が　
時
間
。
７
月
～
９
月
の
夏
季

２０
期
間
は
、
小
学
生
～
高
校
生
の
利

用
時
間
を　
時
間
拡
大
し
て
い
ま

１０

す
。
ま
た　
歳
以
上
の
視
覚
障
害

２０

の
方
は
、
同
行
援
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
ひ

と
月　
時
間
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。

３０

　
【
対
象
】小
学
生
以
上
で
、視
覚

障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
の

手
帳
を
お
持
ち
の
方
、
ま
た
は
両

上
肢
お
よ
び
両
下
肢
に
１
級
程
度

の
障
害
が
あ
り
、
車
い
す
で
の
単

独
移
動
が
困
難
な
方

　
【
利
用
者
負
担
額
】　
分
に
つ
き

３０

　
【
募
集
期
間
】９
月
２
日（
火
）～

９
日
（
火
）

②
入
浴
サ
ー
ビ
ス

　
【
対
象
】次
の
全
て
に
該
当
す
る

方
　
市
内
在
住
の　
歳
以
下
で
、
身

６４

体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
を
お
持

ち
の
方
▼
医
療
行
為
を
終
え
症
状

が
安
定
し
て
い
る
▼
家
庭
で
の
入

浴
が
困
難

　
【
利
用
回
数
】
月
２
回

　
【
内
容
】
１
回
６
０
０
円

　
申
し
込
み
は
、
平
日
の
午
前
９

時
～
午
後
５
時
に
電
話
で
、
さ
い

わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
☎
４
７
７
・

２
７
１
１
へ
。

字
練
習
機
・
テ
キ
ス
ト
な
ど
）

　
【
ご
注
意
】受
講
者
が
定
員
に
満

た
な
い
場
合
は
、
今
年
度
の
実
施

は
中
止
と
な
り
ま
す

　
申
し
込
み
は
９
月
２
日
（
火
）

～
９
日
（
火
）
に
電
話
で
、
さ
い

わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
☎
４
７
７
・

２
７
１
１
へ
。

　
【
会
場
】市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ

ば
、
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

◎
障
害
者
就
労
相
談
コ
ー
ナ
ー
を

設
置
し
ま
す

　
障
害
者
就
労
支
援
室
の
ス
タ
ッ

フ
が
就
労
に
関
す
る
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。
気
軽
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　
【
日
時
】
９
月
５
日
（
金
）
午
前

　
時
～
午
後
４
時

１０
　
【
会
場
】
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
、
ま
た
は
各
就
労

支
援
室
へ
。

◎
障
害
者
就
労
支
援
室
（
事
業
）

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
障
害
者
就
労
支
援
室
で
は
、
障

害
の
あ
る
方
の
一
般
就
労
に
関
す

る
相
談
や
障
害
者
雇
用
を
検
討
し

て
い
る
事
業
主
か
ら
の
相
談
を
お

受
け
し
、
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す

（
相
談
は
予
約
制
で
す
）。

　
【
主
な
相
談・支
援
内
容
】
求
職

活
動
に
関
す
る
こ
と
▼
就
職
に
向

け
た
準
備
に
関
す
る
こ
と
▼
職
場

定
着
に
関
す
る
こ
と
▼
離
職
に
関

す
る
こ
と
な
ど

　
【
対
象
】市
内
在
住
ま
た
は
在
勤

の
障
害
の
あ
る
方

　
【
費
用
】
無
料

　
詳
し
く
は
平
日
午
前
９
時
～
午

後
５
時
に
電
話
で
、
さ
い
わ
い
福

祉
セ
ン
タ
ー
☎
４
７
７
・
２
７
１

１
へ
。

正
午
）
＝
聞
こ
え
な
い
方
た
ち
と

交
流
し
な
が
ら
手
話
を
覚
え
ら
れ

る
「
子
ど
も
手
話
ス
タ
ン
プ
ラ
リ

ー
」、聴
覚
障
害
者
の
指
導
棋
士
と

対
戦
で
き
る「
将
棋
教
室
」、聞
こ

え
な
い
人
た
ち
に
よ
る
和
太
鼓
演

奏（
第
二
部
で
も
開
催
）、福
祉
機

器
の
展
示
と
実
演
、
ヘ
ル
プ
カ
ー

ド
の
配
布
と
案
内
な
ど
▼
第
二
部

（
午
後
０
時
半
か
ら
）
＝
元
筑
波

大
学
附
属 
聾 
学
校
教
師
の 
唯  
野 

ろ
う 

た
だ 
の

玲
子
氏
の
講
演
「
ろ
う
教
育
へ
の

願
い
～
聴
覚
障
害
教
員
と
し
て

～
」（
当
日
受
け
付
け
。
手
話
通
訳
、

要
約
筆
記
、
磁
気
ル
ー
プ
有
り
）、

　
※
市
役
所
１
階
屋
外
ひ
ろ
ば
で

は
、
模
擬
店
・
バ
ザ
ー
・
子
ど
も

ゲ
ー
ム
を
終
日
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
東
久
留
米
市
ろ
う
あ

　
円
（
両
上
肢
お
よ
び
両
下
肢
に

８０１
級
程
度
の
障
害
の
あ
る
中
学
生

以
上
の
方
は
、　

分
に
つ
き
１
５

３０

０
円
）。
非
課
税
世
帯
は
無
料

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
４
７
へ
。

協
会・平
山
（
フ
ァ
ク
ス
４
６
８・

８
８
１
４
）、東
久
留
米
市
手
話
サ

ー
ク
ル
・ 
両  
角 
☎
４
６
２
・
２
６

も
ろ ず
み

５
７
、市
障
害
福
祉
課
☎
４
７
０・

７
７
４
７
へ
。

利
用
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
左
表
参
照
）。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
福
祉
支

援
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
７
ま
た

は
フ
ァ
ク
ス
（
４
７
５
・
８
１
８

１
）
へ
。

出
　
【
そ
の
他
】勤
務
先
か
ら
児
童
手

当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
公
務
員
の

方
も
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給

付
金
の
申
請
先
は
、　

年
１
月
１

２６

日
に
住
民
登
録
の
あ
る
市
区
町
村

で
す
。
勤
務
先
か
ら
交
付
さ
れ
た

申
請
用
紙
と
児
童
手
当
受
給
状
況

証
明
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

添
付
書
類
と
と
も
に
、
〒
２
０
３

－

８
５
５
５
、
市
役
所
「
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
担
当
」
宛

て
郵
送
ま
た
は
同
給
付
金
窓
口

（
市
役
所
１
階
）
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い

　
【
ご
注
意
】同
給
付
金
を
装
っ
た

「
振
り
込
め
詐
欺
」
や
「
個
人
情

報
の
詐
取
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
同
給
付
金
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
へ
。

障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係
介護保険サービスとの適用関係障害福祉サービスの種類

 　身体介護や家事援助については、介護保険の「訪問介
護」サービスを優先して利用します。ただし、次の①②
の場合は、介護保険サービスを支給限度額まで利用した
上で、障害福祉サービスから「重度訪問介護」のサービ
スを併せて利用することができます。
　①重い難病などで寝たきりとなり「要介護５」と認定
された全身性の障害のある方で、通所サービスや短期入
所を利用できず、家庭介護力が低く、介護保険給付の区
分支給限度額の制約からサービスが不足する場合
　②障害福祉サービスの「重度訪問介護」を利用してい
た障害者が、新たに介護保険サービスの対象となる場合
で、介護保険給付の区分支給限度額の制約から従来の支
給量（時間）が介護保険だけでは確保できない場合

ホームヘルプサービス
（重度訪問介護など）

　障害福祉サービス固有のものであり、原則として継続
利用でき、他の介護保険サービスと併用することも可能
です。

行動援護・同行援護 

　就労継続支援などの障害福祉サービス固有のものは継
続利用でき、介護保険の通所サービスに移行することも
可能です。生活介護などで、サービス利用の目的が介護
保険の通所サービスでも達成できる場合は、移行を検討
します。

通所して利用する
サービス

　原則として、介護保険の短期入所サービスを優先して
利用します。ただし、介護保険施設での受け入れが直ち
には困難な場合は、障害福祉サービスの短期入所を経過
的に利用できます。

短期入所サービス

　高齢化によって当該施設での介護が困難で、介護保険
施設へ移行する場合を除き、継続利用が可能です。グループホームなど

日
中
一
時
支
援
事
業
・
移
動
支
援
事
業
の

ご
案
内

「
市
民
手
話
ま
つ
り

　
　
　

～
あ
な
た
と
手
話
で
話
せ
る 
こ
の
ま
ち
に
～
」

第第　

回
聴
覚
障
害
者
へ
の
理
解
を
深
め
る
集

回
聴
覚
障
害
者
へ
の
理
解
を
深
め
る
集
いい

１８１８

国
民
年
金
保
険
料 

の

後

納

制

度

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
期

限
か
ら
２
年
を
経
過
し
た
場
合
、

時
効
で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
が
、
後
納
制
度

の
申
し
込
み
に
よ
り　
年
９
月

２７

ま
で
に
限
り
、
過
去　
年
以
内

１０

の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
後
納

制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
年

金
額
を
増
や
す
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
納
付
し
た
期
間
が
不
足
し

た
こ
と
で
年
金
の
受
給
が
で
き

な
か
っ
た
方
が
年
金
受
給
資
格

を
得
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
後
納
保
険
料
納
付
の
申
込
方

法
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
は
国
民

年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
ま

た
は
年
金
事
務
所
へ
。

◎
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
＝
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５

７
０
・
０
１
１
・
０
５
０
▼
一

般
電
話
☎
０
３
・
６
７
３
１
・

２
０
１
５

　
受
付
時
間
は
、
月
曜
日
の
午

前
８
時
半
～
午
後
７
時
、
火
曜

～
金
曜
日
の
午
前
８
時
半
～
午

後
５
時　
分
、
第
２
土
曜
日
の

１５

午
前
９
時
半
～
午
後
４
時
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

９
月
は

月
間
で

月
間
で
すす
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用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用
支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支

障
害
者
雇
用
支
援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援

障
害
者
雇
用
支

障
害
者
雇
用
支
援援


